
 

 

川崎市事務分掌規則等の一部を改正する規則をここに公布する。 

 

  令和 ７ 年 ３ 月３１日 

 

       川崎市長 福 田 紀 彦 

 

川崎市規則第１７号 



川崎市事務分掌規則等の一部を改正する規則 

（川崎市事務分掌規則の一部改正） 

第１条 川崎市事務分掌規則（昭和４７年川崎市規則第１９号）の一部を次の

ように改正する。 

第１条健康福祉局の表中 

 「 

保健医療政策部 

                                」 

 を 

 「 

保健医療政策部 

保健医療政策課  

健康増進課  

環境保健・アレルギー

疾患対策課 

 

生活衛生課  

地域医療課  

災害保健医療対策課  

感染症対策課  

医事・薬事課  

                                」 

 に改め、同条建設緑政局の表中 

 「 

みどりの事業調整課  



みどり・多摩川協働推

進課 

 

みどりの保全整備課  

                                」 

 を 

 「 

みどり・多摩川事業推

進課 

 

みどりの保全整備課  

グリーンコミュニティ推進室 

                                」 

 に改め、同条臨海部国際戦略本部の表中「拠点整備推進部」を「基盤整備推

進部」に、「戦略拠点推進室」を「土地利用転換推進部」に改める。 

第２条の表シティプロモーション推進室の部第４号中「の推進に係る」を

「を契機としたプロジェクトの」に改め、同部中第９号を削り、第１０号を

第９号とし、同表総務部の部庁舎管理課の項中第４号を削り、第５号を第４

号とし、第６号から第８号までを１号ずつ繰り上げる。 

  第５条の表観光・地域活力推進部の部中第６号を削り、第７号を第６号と

し、第８号から第１０号までを１号ずつ繰り上げる。 

  第７条の表総務部の部保健福祉システム課の項第２号中「福祉総合情報シ

ステム」を「保健、福祉等に係る情報システム（他の所管に属するものを除

く。）」に改め、同項第３号を削り、同表障害保健福祉部の部障害計画課の

項第３号中「施行」の次に「（障害児関係に限る。）」を加え、同項に次の

１号を加える。 

（７）中央療育センター及び地域療育センターに関すること。 



  第７条の表障害保健福祉部の部障害者施設指導課の項第５号中「、中央療

育センター、地域療育センター」を削り、同部精神保健課の項中第７号を第

８号とし、第４号から第６号までを１号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の１

号を加える。 

（４）発達障害者支援法の施行（他の所管に属するものを除く。）に関する

こと。 

 第７条の表保健医療政策部の部を次のように改める。 

保健医療政策部 

（１）健康危機に係る企画及び調整に関すること。 

（２）予防接種に関すること。 

（３）予防接種運営委員会に関すること。 

保健医療政策課 

（１）保健医療政策に係る施策及び主要事業の企画及び調整に関すること。 

（２）神奈川県公衆衛生協会に関すること。 

（３）医療関係団体との連絡調整に関すること。 

（４）市民葬儀及び葬祭場（まちづくり局総務部まちづくり調整課の所管に

属するものを除く。）に関すること。 

（５）保健所運営協議会に関すること。 

（６）地域医療審議会に関すること。 

（７）市民葬儀運営協議会に関すること。 

（８）保健所支所との連絡調整に関すること。 

健康増進課 

（１）地域保健施策の推進に関すること。 

（２）健康づくり施策の推進に関すること。 

（３）健康増進法に基づく健康増進事業に関すること。 



（４）一般介護予防事業に関すること（地域包括ケア推進室の所管に属する

ものを除く。）。 

（５）健康増進法に基づく栄養改善及び調査に関すること。 

（６）食育の推進に関すること。 

（７）食品表示の総括等に関すること（栄養成分の量及び熱量に関する表示

関係に限る。）。 

（８）原爆被害者の保健に関すること。 

（９）高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査及び特定保健

指導に関すること。 

（１０）国民健康保険法に基づく保健事業に関すること（医療保険課の所管

に属するものを除く。）。 

（１１）後期高齢者の健康診査に関すること。 

（１２）歯科保健の企画、調整及び推進に関すること。 

（１３）食育推進会議に関すること。 

環境保健・アレルギー疾患対策課 

（１）公害健康被害補償事業に関すること。 

（２）公害保健福祉事業に関すること。 

（３）公害に係る健康被害の予防に関すること。 

（４）公害に係る健康調査に関すること。 

（５）公害に係る健康管理及び保健指導に関すること。 

（６）成人ぜん息患者医療費助成に関すること。 

（７）公害健康被害認定審査会及び公害健康被害補償診療報酬等審査会に関

すること。 

（８）成人ぜん息患者医療費助成認定審査会に関すること。 

（９）公益財団法人川崎・横浜公害保健センターに関すること。 



     生活衛生課 

（１）環境衛生の普及啓発に関すること。 

（２）環境衛生関係営業の監視、指導、許可等に関すること。 

（３）建築物における衛生的環境の確保に関すること。 

（４）健康リビング推進事業及び家庭用品の安全対策に関すること。 

（５）専用水道、簡易専用水道、小規模水道等に関すること。 

（６）狂犬病予防及び動物の愛護に関すること。 

（７）食品衛生の普及啓発に関すること。 

（８）食品衛生関係営業の監視、指導、許可等に関すること。 

（９）食品表示の総括等に関すること（健康増進課の所管に属するものを除

く。）。 

（１０）食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関すること。 

（１１）動物愛護センターとの連絡調整に関すること。 

（１２）中央卸売市場食品衛生検査所との連絡調整に関すること。 

地域医療課 

（１）地域医療施策の計画推進に関すること。 

（２）看護師充足対策に関すること。 

（３）救急医療対策に関すること。 

災害保健医療対策課 

（１）災害時保健医療対策に関すること。 

感染症対策課 

（１）感染症の発生の予防及びまん延の防止に関すること。 

（２）感染症に係る知識の普及啓発に関すること。 

（３）感染症に係る医療の提供に関すること。 

（４）新興感染症対策に関すること。 



（５）感染症診査協議会（結核に係るものを除く。）及び感染症対策協議会

に関すること。 

医事・薬事課 

（１）医務に関すること。 

（２）薬務に関すること。 

（３）血液対策に関すること。 

（４）医療安全相談センター運営協議会に関すること。 

（５）精度管理専門委員会に関すること。 

  第８条の表児童家庭支援・虐待対策室の部中第２４号を第２５号とし、第

２３号を第２４号とし、第２２号を第２３号とし、第２１号の次に次の１号

を加える。 

（２２）妊婦支援給付金に関すること。 

  第９条の表交通政策室の部中第１０号を第１１号とし、第４号から第９号

までを１号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の１号を加える。 

（４）自動運転バスの調査、実証等に関すること。 

  第９条の表住宅政策部の部住宅整備推進課の項中第９号を第１０号とし、

第８号を第９号とし、第７号を第８号とし、第６号の次に次の１号を加える

。 

（７）空家等対策計画等に関すること。 

 第９条の表指導部の部建築管理課の項第２号中「宅地造成」を「宅地造成

等」に改め、同項第７号中「届出及び認定」を「認定等」に改め、同部宅地

審査課の項第２号中「宅地造成等規制法に基づく宅地造成」を「宅地造成及

び特定盛土等規制法に基づく宅地造成等」に改める。 

 第１０条の表総務部の部企画課の項第９号中「こと」の次に「（みどり・

多摩川事業推進課の所管に属するものを除く。）」を加え、同表緑政部の部



みどりの管理課の項第６号及び第７号を削り、同部みどりの事業調整課の項

を次のように改める。 

みどり・多摩川事業推進課 

（１）公園、緑地等に係る事業の総合調整及び総括に関すること。 

（２）公園、緑地等への民間活力の導入に係る調整等に関すること。 

（３）公園、緑地等に係る事業の国庫補助等の協議、手続及び連絡調整に関

すること。 

（４）緑の基本計画の改定に関すること。 

（５）多摩川の市民利用の推進及び広域連携に関すること。 

（６）公募対象公園施設設置等予定者選定委員会に関すること。 

（７）公園緑地等整備計画推進委員会に関すること。 

（８）多摩川プラン推進会議に関すること。 

 第１０条の表緑政部の部みどり・多摩川協働推進課の項を削り、同部みど

りの保全整備課の項中第６号を第９号とし、第５号の次に次の３号を加える

。 

（６）川崎市緑の保全及び緑化の推進に関する条例に基づく開発事業等にお

ける緑化の手続に関すること。 

（７）都市計画法に基づく開発行為、土地区画整理法に基づく土地区画整理

事業等に伴う公園及び緑地に係る協議及び指導に関すること。 

（８）都市計画施設としての公園、緑地等における建築等の規制及び建築許

可に関すること。 

第１０条の表中緑政部の部の次に次の１部を加える。 

グリーンコミュニティ推進室 

（１）グリーンコミュニティの推進に係る事業の企画及び総合調整に関する

こと。 



 

（２）緑化の推進及び普及啓発並びに樹木等の保全に関すること。 

（３）公園、緑地等の協働・共創型事業の推進に係る企画及び調整に関する

こと。 

（４）公園、緑地等の利用活性化に関すること。 

（５）国際園芸博覧会への出展に係る企画及び総合調整並びに公益社団法人

２０２７年国際園芸博覧会協会との連携に関すること。 

（６）緑化センターに関すること。 

（７）公益財団法人川崎市公園緑地協会に関すること。 

  第１１条の表港湾振興部の部庶務課の項中第８号を削り、第９号を第８号

とし、第１０号を第９号とし、同表港湾経営部の部経営企画課の項中第１１

号を第１２号とし、第１０号の次に次の１号を加える。 

（１１）川崎港港湾審議会に関すること。 

  第１２条の表拠点整備推進部の部中「拠点整備推進部」を「基盤整備推進

部」に改め、同表戦略拠点推進室の部中「戦略拠点推進室」を「土地利用転

換推進部」に改める。 

（川崎市事業所事務分掌規則の一部改正） 

第２条 川崎市事業所事務分掌規則（昭和５１年川崎市規則第３９号）の一部

を次のように改正する。 

  第３条の表保育園の項中第２号を第３号とし、第１号の次に次の１号を加

える。 

（２）乳児等通園支援事業に関すること（川崎市保育園条例施行規則第３条

に定める保育所に限る。）。 

第３条の表保育・子育て総合支援センターの項中第６号を第７号とし、第

５号の次に次の１号を加える。 



（６）乳児等通園支援事業に関すること（川崎市保育・子育て総合支援セン

ター条例施行規則第３条に定めるセンターを除く。）。 

 第３条の表都市基盤整備事務所の項第５号を削る。 

（川崎市保健所事務分掌規則の一部改正） 

第３条 川崎市保健所事務分掌規則（昭和５１年川崎市規則第４１号）の一部

を次のように改正する。 

  第２条第１項の表中 

 「中央卸売市場食品衛生検査所  」 

 を  

「保健医療政策課 

健康増進課 

環境保健・アレルギー疾患対策課 

生活衛生課 

災害保健医療対策課 

感染症対策課 

医事・薬事課 

中央卸売市場食品衛生検査所  」 

 に改め、同条第２項の表中 

 「地区支援第３係（川崎支所に限る。） 

  地域サポート係            」 

 を 

 「地域サポート係（川崎支所を除く。） 

地域サポート第１係（川崎支所に限る。） 

地域サポート第２係（川崎支所に限る。）」 

 に改める。 



  第３条第１項の表中 

「（１）地域保健施策の主要事業の企画及び調整に関すること。 

（２）健康危機及び災害時の保健医療活動に係る企画及び調整に関する 

こと。 

（３）神奈川県公衆衛生協会に関すること。 

（４）地域保健施策の推進に関すること。 

（５）健康づくり施策の推進に関すること。 

（６）健康増進法に基づく健康増進事業に関すること。 

（７）一般介護予防事業に関すること（地域包括ケア推進室の所管に属 

するものを除く。）。 

（８）健康増進法に基づく栄養改善及び調査に関すること。 

（９）食育の推進に関すること。 

（１０）食品表示の総括等に関すること。 

（１１）原爆被害者の保健に関すること。 

（１２）歯科保健の企画、調整及び推進に関すること。 

（１３）公害健康被害補償事業に関すること。 

（１４）公害保健福祉事業に関すること。 

（１５）公害に係る健康被害の予防に関すること。 

（１６）公害に係る健康調査に関すること。 

（１７）公害に係る健康管理及び保健指導に関すること。 

（１８）成人ぜん息患者医療費助成に関すること。 

（１９）環境衛生の普及啓発に関すること。 

（２０）環境衛生関係営業の監視、指導、許可等に関すること。 

（２１）建築物における衛生的環境の確保に関すること。 

（２２）健康リビング推進事業及び家庭用品の安全対策に関すること。 



（２３）専用水道、簡易専用水道、小規模水道等に関すること。 

（２４）狂犬病予防及び動物の愛護に関すること。 

（２５）食品衛生の普及啓発に関すること。 

（２６）食品衛生関係営業の監視、指導、許可等に関すること。 

（２７）食鳥処理の事業の規制に関すること。 

（２８）新興感染症対策に関すること。 

（２９）感染症の発生の予防及びまん延の防止に関すること。 

（３０）感染症に係る知識の普及啓発に関すること。 

（３１）感染症に係る医療の提供に関すること。 

（３２）予防接種に関すること。 

（３３）医務に関すること。 

（３４）薬務に関すること。 

（３５）血液対策に関すること。 

（３６）保健所運営協議会に関すること。 

（３７）食育推進会議に関すること。 

（３８）公害健康被害認定審査会及び公害健康被害補償診療報酬等審査 

会に関すること。 

（３９）成人ぜん息患者医療費助成認定審査会に関すること。 

（４０）感染症診査協議会（結核に係るものを除く。）、感染症対策協 

議会及び予防接種運営委員会に関すること。 

（４１）医療安全相談センター運営協議会に関すること。 

（４２）精度管理専門委員会に関すること。 

（４３）保健所支所との連絡調整に関すること。 

（４４）中央卸売市場食品衛生検査所との連絡調整に関すること。 

（４５）公益財団法人川崎・横浜公害保健センターに関すること。  」 



 を 

「（１）健康危機に係る企画及び調整に関すること。 

（２）予防接種に関すること。 

（３）予防接種運営委員会に関すること。 

保健医療政策課 

（１）保健政策に係る施策及び主要事業の企画及び調整に関すること。 

（２）神奈川県公衆衛生協会に関すること。 

（３）保健所運営協議会に関すること。 

（４）保健所支所との連絡調整に関すること。 

健康増進課 

（１）地域保健施策の推進に関すること。 

（２）健康づくり施策の推進に関すること。 

（３）健康増進法に基づく健康増進事業に関すること。 

（４）一般介護予防事業に関すること（地域包括ケア推進室の所管に属 

するものを除く。）。 

（５）健康増進法に基づく栄養改善及び調査に関すること。 

（６）食育の推進に関すること。 

（７）食品表示の総括等に関すること（栄養成分の量及び熱量に関する 

表示関係に限る。）。 

（８）原爆被害者の保健に関すること。 

（９）歯科保健の企画、調整及び推進に関すること。 

（１０）食育推進会議に関すること。 

環境保健・アレルギー疾患対策課 

（１）公害健康被害補償事業に関すること。 

（２）公害保健福祉事業に関すること。 



（３）公害に係る健康被害の予防に関すること。 

（４）公害に係る健康調査に関すること。 

（５）公害に係る健康管理及び保健指導に関すること。 

（６）成人ぜん息患者医療費助成に関すること。 

（７）公害健康被害認定審査会及び公害健康被害補償診療報酬等審査会 

に関すること。 

（８）成人ぜん息患者医療費助成認定審査会に関すること。 

（９）公益財団法人川崎・横浜公害保健センターに関すること。 

生活衛生課 

（１）環境衛生の普及啓発に関すること。 

（２）環境衛生関係営業の監視、指導、許可等に関すること。 

（３）建築物における衛生的環境の確保に関すること。 

（４）健康リビング推進事業及び家庭用品の安全対策に関すること。 

（５）専用水道、簡易専用水道、小規模水道等に関すること。 

（６）狂犬病予防及び動物の愛護に関すること。 

（７）食品衛生の普及啓発に関すること。 

（８）食品衛生関係営業の監視、指導、許可等に関すること。 

（９）食品表示の総括等に関すること（健康増進課の所管に属するもの 

を除く。）。 

（１０）食鳥処理の事業の規制に関すること。 

（１１）中央卸売市場食品衛生検査所との連絡調整に関すること。 

災害保健医療対策課 

（１）災害時保健対策に関すること。 

感染症対策課 

（１）感染症の発生の予防及びまん延の防止に関すること。 



（２）感染症に係る知識の普及啓発に関すること。 

（３）感染症に係る医療の提供に関すること。 

（４）新興感染症対策に関すること。 

（５）感染症診査協議会（結核に係るものを除く。）及び感染症対策協 

議会に関すること。 

医事・薬事課 

（１）医務に関すること。 

（２）薬務に関すること。 

（３）血液対策に関すること。 

（４）医療安全相談センター運営協議会に関すること。 

（５）精度管理専門委員会に関すること。             」 

に改める。 

（川崎市福祉事務所事務分掌規則の一部改正） 

第４条 川崎市福祉事務所事務分掌規則（昭和５１年川崎市規則第４２号）の

一部を次のように改正する。 

  第２条の表中 

 「地区支援第３係（川崎福祉事務所に限る。） 

地域サポート係               」 

 を 

「地域サポート係（川崎福祉事務所を除く。） 

地域サポート第１係（川崎福祉事務所に限る。） 

地域サポート第２係（川崎福祉事務所に限る。）」 

 に、 

 「障害者支援係（川崎福祉事務所を除く。）   」 

 を 



 「高齢者支援第１係（川崎福祉事務所に限る。） 

高齢者支援第２係（川崎福祉事務所に限る。） 

障害者支援係（川崎福祉事務所を除く。） 

障害者支援第１係（川崎福祉事務所に限る。） 

障害者支援第２係（川崎福祉事務所に限る。）」 

 に、 「中原福祉事務所、宮前福祉事務所及び麻生福祉事務所に限る。」を

「川崎福祉事務所、高津福祉事務所及び多摩福祉事務所を除く。」に、 

 「 保護第５係（宮前福祉事務所に限る。） 

保護第１課（中原福祉事務所、宮前福祉事務所及び麻生福祉事務所を除 

く。） 

管理係 

保護第１係 

保護第２係 

保護第２課（中原福祉事務所、宮前福祉事務所及び麻生福祉事務所を除 

く。）                             」 

 を 

「 保護第５係（幸福祉事務所及び宮前福祉事務所に限る。） 

保護第１課（川崎福祉事務所、高津福祉事務所及び多摩福祉事務所に限 

 る。） 

管理係（川崎福祉事務所を除く。） 

管理第１係（川崎福祉事務所に限る。） 

管理第２係（川崎福祉事務所に限る。） 

保護第１係（川崎福祉事務所を除く。） 

保護第２係（川崎福祉事務所を除く。） 

保護第２課（川崎福祉事務所、高津福祉事務所及び多摩福祉事務所に限 



る。）                             」 

に、 

 「保護第４課（川崎福祉事務所に限る。） 

   保護第１係 

   保護第２係 

   保護第３係 

   保護第４係            」 

 を 

「保護第４課（川崎福祉事務所に限る。） 

   保護第１係 

   保護第２係 

   保護第３係 

   保護第４係 

   保護第５係            」 

 に改める。 

  第３条の表中「及び母子保護」を「、母子保護及び家庭支援事業」に改め

る。 

（川崎市児童相談所事務分掌規則の一部改正） 

第５条 川崎市児童相談所事務分掌規則（昭和５１年川崎市規則第４３号）の

一部を次のように改正する。 

第４条の表中「一時保護所」を「一時保護施設」に改める。 

 （川崎市区役所等事務分掌規則の一部改正） 

第６条 川崎市区役所等事務分掌規則（昭和４７年川崎市規則第２０号）の一

部を次のように改正する。 

  第１条第１項の表中「生涯学習支援課」の次に「（中原区役所及び高津区



役所を除く。）」を加え、 

 「地区支援第３係（川崎区役所に限る。） 

  地域サポート係             」 

 を 

 「地域サポート係（川崎区役所を除く。） 

地域サポート第１係（川崎区役所に限る。） 

地域サポート第２係（川崎区役所に限る。）」 

 に、 

「介護認定給付係（川崎区役所を除く。） 

  障害者支援係（川崎区役所を除く。）   」 

 を 

 「高齢者支援第１係（川崎区役所に限る。） 

高齢者支援第２係（川崎区役所に限る。） 

介護認定給付係（川崎区役所を除く。） 

介護認定給付第１係（川崎区役所に限る。） 

介護認定給付第２係（川崎区役所に限る。） 

障害者支援係（川崎区役所を除く。） 

障害者支援第１係（川崎区役所に限る。） 

障害者支援第２係（川崎区役所に限る。） 」 

 に、「中原区役所、宮前区役所及び麻生区役所に限る。」を「川崎区役所、

高津区役所及び多摩区役所を除く。」に、 

 「 保護第５係（宮前区役所に限る。） 

保護第１課（中原区役所、宮前区役所及び麻生区役所を除く。） 

管理係（川崎区役所を除く。） 

保護第１係 



保護第２係 

保護第２課（中原区役所、宮前区役所及び麻生区役所を除く。）」 

 を 

 「 保護第５係（幸区役所及び宮前区役所に限る。） 

保護第１課（川崎区役所、高津区役所及び多摩区役所に限る。） 

管理係（川崎区役所を除く。） 

管理第１係（川崎区役所に限る。） 

管理第２係（川崎区役所に限る。） 

保護第１係（川崎区役所を除く。） 

保護第２係（川崎区役所を除く。） 

保護第２課（川崎区役所、高津区役所及び多摩区役所に限る。）」 

 に、 

 「衛生課   」 

 を 

 「 保護第５係 

  衛生課   」 

 に改める。 

  第２条第１項の表まちづくり推進部の部中 

 「   まちづくり推進部                     」 

 を 

 「   まちづくり推進部 

（１）生涯学習と市民活動との連携に関すること（中原区役所及び高津 

区役所に限る。）。 

（２）市民館に関すること（中原区役所及び高津区役所に限る。）。 

（３）市民館分館に関すること（高津区役所に限る。）。 



（４）図書館分館の施設及び設備の維持管理に関すること（高津区役所 

に限る。）。 

（５）大山街道ふるさと館に関すること（高津区役所に限る。）。  」 

 に改め、同部総務課の項中第１０号を削り、第１１号を第１０号とし、第１

２号から第１７号までを１号ずつ繰り上げ、同部生涯学習支援課の項第４号

中「、中原区役所」を削り、同項第５号中「、中原区役所及び高津区役所」

を削り、同項第６号中「、」を「及び」に改め、「及び高津区役所」を削り

、同表地域みまもり支援センター（福祉事務所・保健所支所）の部地域支援

課の項第９号中「及び母子保護」を「、母子保護及び家庭支援事業」に改め

る。 

 （川崎市立看護大学事務分掌規則の一部改正） 

第７条 川崎市立看護大学事務分掌規則（令和４年川崎市規則第９号）の一部

を次のように改正する。 

  第２条の表事務局の部中 

 「（３）研究事務に関すること。 

（４）大学院設置の準備に関すること。」 

 を 

 「（３）研究事務に関すること。    」 

 に改め、同部総務学生課の項第２号中「（教授会の下に設置される委員会を

含む。）及び自己点検・評価委員会」を「、研究科委員会、自己点検・評価

委員会その他の看護大学に設置される委員会（地域との連携又は研究事務に

係るものを除く。）」に改め、同項第４号中「入学」の次に「、進学」を、

「卒業」の次に「、修了」を加える。 

  第３条第１項中「学部長」の次に「、研究科長」を加える。 

  第４条第２項中「（学部」の次に「、研究科」を、「事務に関し」の次に



「、研究科長は、研究科の事務に関し」を加える。 

第５条第１項「学部長」の次に「、研究科長」を加える。 

 （川崎市公印規則の一部改正） 

第８条 川崎市公印規則（昭和３９年川崎市規則第６号）の一部を次のように

改正する。 

  別表第１一般公印の表中 

 「 

１７ 
川崎市立看

護大学印  
〃 方52 卒業証書  

看護大学事務

局総務学生課

長 

看護大学事

務局総務学

生課 

                                 」 

 を 

 「 

１７ 
川崎市立看

護大学印  
〃 方52 

卒業証書及び
修了証書 

看護大学事務

局総務学生課

長 

看護大学事

務局総務学

生課  

                                 」 

に、 

 「 

１８ 保健所印 〃 方27 
保健所名で発
する公文書  

川崎市保健所

長に充てられ

た担当部長 

健康福祉局

保健医療政

策部  

                                 」 

 を 

 「 

１８ 保健所印 〃 方27 
保健所名で発
する公文書  

健康福祉局保

健医療政策部

生活衛生課長 

健康福祉局

保健医療政

策部生活衛

生課  



                                 」 

 に改める。 

  別表第１専用公印の表中 

 「 

３９ 
医療証専用

市長印 

て ん

書 
方15 

ひとり親家庭

等医療費助成

、小児医療費

助成、重度障

害者医療費助

成及び成人ぜ

ん息患者医療

費助成に係る

医療証、小児

ぜん息患者医

療費助成に係

る医療費受給

証並びにこれ

らに準ずる証

書 

川崎市保健所

長に充てられ

た担当部長、

健康福祉局医

療保険部国民

年金・福祉医

療課長及びこ

ども未来局児

童家庭支援・

虐待対策室長 

健康福祉局

保健医療政

策部、健康

福祉局医療

保険部国民

年金・福祉

医療課及び

こども未来

局児童家庭

支援・虐待

対策室 

」 

 を 

 「 

３９ 
医療証専用

市長印 

て ん

書 
方15 

ひとり親家庭

等医療費助成

、小児医療費

助成、重度障

害者医療費助

成及び成人ぜ

ん息患者医療

費助成に係る

医療証、小児

ぜん息患者医

療費助成に係

る医療費受給

証並びにこれ

らに準ずる証

書 

健康福祉局保

健医療政策部

環境保健・ア

レルギー疾患

対策課長、健

康福祉局医療

保険部国民年

金・福祉医療

課長及びこど

も未来局児童

家庭支援・虐

待対策室長 

健康福祉局

保健医療政

策部環境保

健・アレル

ギー疾患対

策課、健康

福祉局医療

保険部国民

年金・福祉

医療課及び

こども未来

局児童家庭

支援・虐待

対策室 

」 

に、 

 「 



４０

の２ 

卒業証書及

び賞状専用

川崎市立看

護大学長印 

〃 方30 
卒業証書及び

賞状専用 

看護大学事務

局総務学生課

長 

看護大学事

務局総務学

生課  

」 

 を 

 「 

４０

の２ 

卒業証書、

修了証書及

び賞状専用

川崎市立看

護大学長印 

〃 方30 

卒業証書、修

了証書及び賞

状専用 

看護大学事務

局総務学生課

長 

看護大学事

務局総務学

生課  

」 

に改める。 

 （川崎市職員の標準的な職を定める規則の一部改正） 

第９条 川崎市職員の標準的な職を定める規則（平成２８年川崎市規則第１０

号）の一部を次のように改正する。 

  別表条例別表第４の２大学教育職給料表の適用を受ける職員の職務の部教

授の項中「学部長」の次に「、研究科長」を加える。 

 （川崎市職員安全衛生管理規則の一部改正） 

第１０条 川崎市職員安全衛生管理規則（平成１８年川崎市規則第２７号）の

一部を次のように改正する。 

別表第３中 

「 

中部児童相談所 

                                 」 

を 

「 

中部児童相談所 



北部児童相談所 

                                 」 

に改める。 

 （川崎市職員被服貸与規則の一部改正） 

第１１条 川崎市職員被服貸与規則（昭和２９年川崎市規則第１５号）の一部

を次のように改正する。 

別表第１総務企画局の部中 

 「 

庁舎管理課 第２庁舎の

解体及び跡地

広場の整備に

係る現地調査

又は立会いの

業務に従事す

る技術職員 

作業服上衣 

作業服ズボン 

作業服シャツ 

夏作業帽 

冬作業帽 

１ 

１ 

１

１

１ 

２４月 

１２月 

１２月 

４８月 

４８月 

課長職

を含む。 

初年度

は、夏作

業帽２個

及び冬作

業帽２個

を貸与す

る。 

車両又は船

舶の受入検査

に従事する者 

 

初年度

は、夏作

業帽２個

及び冬作

業帽２個

を貸与す

る。 

                                  」 

 を 

 「 

庁舎管理課 車両又は船

舶の受入検査

に従事する者 

作業服上衣 

作業服ズボン 

作業服シャツ 

夏作業帽 

冬作業帽 

１ 

１ 

１

１

１ 

２４月 

１２月 

１２月 

４８月 

４８月 

初年度

は、夏作

業帽２個

及び冬作

業帽２個

を貸与す

る。 



                                  」 

 に、同表建設緑政局の部中 

 「 

緑政部（霊

園事務所及

び夢見ヶ崎

動物公園を

除く。） 

         」 

 を 

 「 

緑政部（霊

園事務所及

び夢見ヶ崎

動物公園を

除く。） 

グリーンコ

ミュニティ

推進室 

         」 

に改める。 

 （地方公営企業法第３９条第２項の規定に基づき市長が定める職に関する規

則の一部改正） 

第１２条 地方公営企業法第３９条第２項の規定に基づき市長が定める職に関

する規則（昭和４２年川崎市規則第２号）の一部を次のように改正する。 

別表第１中 

 「 

経営戦略・危機管理室の経営戦略担当の担当係長 

経営戦略・危機管理室の行政改革・組織定数担当の担当係長 

                                  」 



 を 

 「 

経営戦略・危機管理室の経営戦略担当の担当係長及び行政改革推進担

当の担当係長 

                                  」 

に改める。 

（川崎市消防局の組織に関する規則の一部改正） 

第１３条 川崎市消防局の組織に関する規則（昭和３８年川崎市規則第４７号

）の一部を次のように改正する。 

  第７条の表警防部の部救急課の項中第１１号を第１３号とし、第４号から

第１０号までを２号ずつ繰り下げ、第３号の次に次の２号を加える。 

 （４）救急需要対策に関すること。 

 （５）救急業務におけるデジタル技術の活用に関すること。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 


